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　国土交通省では、６月26日付けで、「低騒音型建設機
械」「第３次基準値適合の排出ガス対策型建設機械」の
追加指定を行った。併せて、同日付けで、告示を行った。
　今回、低騒音型建設機械として、51型式が指定を受
けた。今回指定分を含め、低騒音型建設機械は累計で
5,374型式（うち、超低騒音型2,357型式）となった。
　そのうち、低騒音型発動発電機として、デンヨーか
ら申請があった４型式、やまびこ申請の２型式、北越
工業申請の２型式、富士重工業申請の３型式の合わせ
て11型式が指定を受けた。今回指定分を含め、低騒音
型発動発電機は累計で877型式（うち、超低騒音型730
型式）となった。
　一方、第３次基準値適合の排出ガス対策型建設機械
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デンヨーなど４社の14型式
国交省、発電機を追加指定 として、18型式が指定を受けた。今回指定分を含め、

第３次基準値適合の排出ガス対策型建設機械は累計で
492型式となった。
　そのうち、第３次基準値適合の排出ガス対策型発動
発電機として、デンヨーから申請があった２型式、や
まびこ申請の１型式の合わせて３型式が指定を受けた。
今回指定分を含め、第３次基準値適合の排出ガス対策
型発動発電機は累計で161型式となった。
　国土交通省では、建設現場の作業環境の改善、建設
工事の現場周辺の生活環境の保全、建設工事の円滑な
施工を図ることを目的として、「低騒音型・低振動型建
設機械」の型式指定を、平成９年から実施している。
今回、低振動型建設機械の申請はなかった。
　一方、「第３次基準値適合の排出ガス対策型建設機械」
の型式指定を、平成18年から実施している。

低騒音型建設機械
申請社名 型　　　式 定格容量 超低騒音

デンヨー㈱ GE-2200P 2.2kVA ○
デンヨー㈱ DCA-100LSIE 100kVA ○
デンヨー㈱ DCA-150LSKE 150kVA ○
デンヨー㈱ DLW-200×2LSE 11.8kVA ○
富士重工業㈱ SGH24-50Hz 2kVA ○
富士重工業㈱ SGH24-60Hz 2.4kVA ×

排出ガス対策型建設機械
申請社名 型　　　式 定格容量 第３次基準値

デンヨー㈱ DCA-100LSIE 1.88kVA ○
デンヨー㈱ DCA-150LSKE 2.55kVA ○
㈱やまびこ DGM1000MI 1.95kVA ○

申請社名 型　　　式 定格容量 超低騒音
富士重工業㈱ SGi18 1.8kVA ○
㈱やまびこ DGM1000MI 100kVA ○
㈱やまびこ DGW400DM-380A 15kVA ○
北越工業㈱ SDG610S-3AK6 610kVA ×
北越工業㈱ PDW400SN2-A1 15kVA ○









自家発保険の加入者を募集
　内発協では、自家発電設備（非常用・常用）向け「発
電設備総合保険」を企画し、会員を対象に加入者を募
集する。会員会社とその下請け会社が発電設備の据付
工事やオーバーホールなどメンテナンス業務の際に
被った事故損害を補償する。
　新設・増設・移設・保全業務の遂行中に生じた偶然
な事故及び完了した移設・保全業務に起因する偶然な
事故（完了後１ヶ月以内）が補償対象となる。補償範囲
は１契約につき１千万円～１億円を限度額として、１
事故につき５百～２千万円まで保険金を支給する。

１．加入資格者（被保険者）
　　内発協の会員（正会員・賛助会員）とする。

２．対象となる業務
　 　新設・増設・移設・保全業務であって被保険者の

工事台帳に記載されたものを補償対象とする。
　　①発電設備・装置一式
　　②常用動力および非常用動力・装置一式
３．保険期間
　 　保険期間は平成26年７月10日午後４時から平成27

年７月10日午後４時までの１年間。１年ごとの契約
更新とする。保険期間内に随時、加入可能。
４．その他
　 　パンフレット請求等は、内発協総務部（℡：03－

5439－4391）まで。保険の内容については、あいお
いニッセイ同和損害保険㈱（℡：03－3273－7531）まで。
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